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国民体育大会開催に向けた施設面での課題について
平成２6年11月定例会代表質問より(抜粋)
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県立スポーツ施設の整備に向けた検討状況について「将来に負担を
残さない国体開催を目指しつつ、同時に将来の滋賀の財産となる投資
は必要である」との答弁を得た。
　施設の中でも最も大規模な主会場である彦根総合運動場の整備は、
「（仮称）彦根総合運動公園整備計画検討懇話会」が設置され、整備基
本構想・基本計画の策定に向けた本格的な作業が開始。審議会での議論
は、多くの県民が注目している。主会場整備に向けた現時点での検討状
況について伺う。
　また、主会場以外の県立社会体育施設の整備に向けては、「競技会場
としての活用はもとより、将来に向けた持続的な維持が可能かどうかの
検討を開始した」との答弁を得ているが、その後どのような検討を進め
ているか、現時点の検討状況について伺う。

　 彦根総合運動場を県民のスポーツ拠点として機能を強化するととも
に、世代をこえて人々に長く愛着を持って利用される多様な機能を備え
た公園として再整備することが重要である、などの意見をいただいた。
　これを踏まえ、隣接する約８ヘクタールを加え、全体として約２２ヘク
タールまで拡張し、芝生席を含めて２万人を収容する第１種陸上競技場
を新設、存置する野球場に加え、庭球場等の施設や、緑地、駐車場などの
公園機能を再整備したいと考えている。
　なお、拡張可能な敷地に限りがあること、運動施設の面積率、建ぺい率
の制限や、施設の利用状況等を勘案した結果、プールの公園敷地内での
設置は困難であると判断しており、これへの
対応を検討する必要があると認識している。
公園整備や敷地拡張の考え方について地元
の皆さまに丁寧に説明し、さらに県民の皆様
からのご意見もお聞きして、年度内に公園整
備の基本構想を策定、来年６月末までには基
本計画を策定したい。

　県内各地で開催される各競技会場地の選定については、11月末に各
市町、各競技団体に対し開催希望調査を行われ、年明けよりマッチング
作業を行われる予定と伺うが、国体開催に向け、全県的な機運醸成を図
る意味からも、できるだけ早期にそれぞれの競技会場地が決まり、各市
町における準備が進むよう、県として責任ある調整を望む。体育館等の
一般的な競技施設の「改修」について、国庫補助金等を除いた残額に
対し補助率1/2、一施設あたりの限度額1億円で支援するとのことだが、
施設の新設等に対する支援策は提示されておらず、追って検討するとさ
れた。
　市町にとって、国体を契機に体育施設をどのように整備するか、そこ
に県の支援は期待できるのかは、大きな問題。新設や建て替えに対する
支援策についても、早急に県としての姿勢を提示すべきと考えるが、所
見を問う。

　 県立社会体育施設の効率的・効果的な運営管理と、今後必要となる施
設整備の基礎資料とするため、現在、教育委員会において各施設の状況
を整理し、平成36年の国体で活用する場合の課題や留意点について取
りまとめているところ。各施設の状況は、全体的に、雨漏れが発生するな
ど建物の劣化が進んでおり、老朽化を指摘されている施設もある。国体
競技会場としての活用を想定した場合、駐車場の確保、施設基準の点で
課題のある施設もあり、こうした点も踏まえながら、必要な検討を行い、
県立社会体育施設の改修や最適な管理を進める必要があると認識して
いる。
　引き続き、年度末を目途に各施設の改修や維持管理経費のシミュレー
ションを行い、この結果を踏まえ各施設の運営および維持管理の方針を、
来年度できるだけ早い段階で示していきたい。
　なお、設置から４０年以上が経過している県立体育館や県立琵琶湖漕
艇場では、大規模な改修等の検討が必要であると考えている。
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